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「窒化物半導体素子」事件 

 

H27.6.16判決 知財高裁 平成 26年（ネ）第 10104号 

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却 

 

技術的範囲の解釈に関する裁判例 

裁判例 

担当弁理士：佐伯 直人 

 

 特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するために、発明の詳細な説明の記載等を斟酌
し、その技術的意義を明らかにすることは、特許請求の範囲に記載のない構成要件を付加するこ
とにはならないとして、被告製品が特許発明の技術的範囲に属さないと判断された事例。 

概要 

［特許請求の範囲］ 

【請求項１】（下線は補正された箇所。） 

Ａ 厚みが５０μｍ以上であり、少なくとも下面か

ら厚さ方向に５μｍよりも上の領域では結晶欠陥

の数が１×１０7個／ｃｍ2以下である、ハライド

気相成長法（ＨＶＰＥ）を用いて形成されたｎ型

不純物を含有するＧａＮ基板と、  

Ｂ 前記ＧａＮ基板の上に積層された、活性層を含

む窒化物半導体層と、 

Ｃ 前記窒化物半導体層に形成されたリッジストラ

イプと、該リッジストライプ上に形成されたｐ電

極と、 

Ｄ 前記ＧａＮ基板の下面に形成されたｎ電極と、 

Ｅ を備えたことを特徴とする窒化物半導体素子。 

 

［争点］ 

 「少なくとも下面から厚さ方向に５μｍよりも

上の領域では結晶欠陥の数が１×１０7 個／ｃｍ2

以下である・・・（略）・・・ＧａＮ基板」の解釈

について。 

 

［原告の主張］ 

 少なくとも「下面」、つまり、「ｎ電極を形成す

る面」から厚さ方向に５μｍよりも上の領域では

結晶欠陥の数が１×１０７個／ｃｍ２以下であるＧ

ａＮ基板をいうものであり、ＧａＮ基板それ自体

に上下方向を特徴付ける属性を備えるものではな

い。 

 よって、ある領域よりも上の結晶欠陥の数が１

×１０７個／ｃｍ２以下であるＧａＮ基板は、権利

範囲内である。 

 

［被告の主張］ 

 基準面より上の領域の結晶欠陥の数が所定の数

（１×１０７個／ｃｍ２）以下であり、基準面より下

の領域との間で結晶欠陥の数の偏在があり、かつ、

後者の数が前者の数よりも相対的に多いものとして

特定されるＧａＮ基板を意味する。 

 よって、結晶欠陥の数には偏差がなければならな

い。つまり、基準面より上が所定密度以下であって

も、それより下も同じ程度のもの、すなわち均一な

欠陥密度のものは権利範囲外である。 

 

［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋、下線） 

１・・・（略）・・・ 

 ところが、本件発明の請求項１では、「少なくと

も下面から厚さ方向に５μｍよりも上の領域では

結晶欠陥の数が１×１０7 個／ｃｍ2 以下である…

ＧａＮ基板」という限定があるのみで、下面から

厚さ方向に５μｍ隔たったＧａＮ基板内部に想定

される仮想的な面（基準面）より下の領域におけ

る結晶欠陥の数について限定がなく、基準面の上

の領域と比較してそれより下の領域の結晶欠陥の

数が、多いもの、同数のもの、少ないもの、のい

ずれについても含み得るか否かが明らかでないた

め、構成要件Ａにいう「ＧａＮ基板」の意義につ

いて、以下のとおり、本件特許の特許請求の範囲

及び本件明細書の詳細な説明の記載並びに本件特

許の出願経過を踏まえて検討する。 

・・・（略）・・・ 

（２）出願経過 

 さらに、出願経過を見るに、本件原出願及び本

件出願、並びに本件補正の内容等について、原判

決第３、１（１）ウ（ア）のとおり認められる。

これによれば、本件発明の「ＧａＮ基板」は、本

件当初明細書等における「第２の窒化物半導体」

に相当するものであり、本件原出願及びこれから

の分割出願である本件出願においては、窒化物半

導体素子の発明は、いずれも、下地層に接近した

側に結晶欠陥が多い領域と、下地層より離れた側

に結晶欠陥が少ない領域とを有する第２の窒化物

半導体層を備えることを必須の構成としていたこ

とが明らかである。 

 そして、本件原出願等においても、結晶欠陥が

少ないＧａＮ基板の上に活性層を含む窒化物半導

体層を積層することによって、信頼性の高い素子

を提供することを技術的意義とするものであるか

ら、下地層より離れた結晶欠陥が少ない側に活性

層を、下地層に接近した結晶欠陥が多い側にｎ電

極を設けることは必至であって、逆の領域に活性
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層を設けることはあり得ない。 

 したがって、本件当初明細書等において、第２

の窒化物半導体の基準面より上の、活性層を設け

る側の領域と比較してそれより下の領域の結晶欠

陥の数が少ない構成や、両領域の結晶欠陥が同数

の構成は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明

に記載されていなかったものと認められる。 

・・・（略）・・・ 

（４）原告の主張について 

 ア（ア）原告は、特許請求の範囲（構成要件

Ａ）には、ＧａＮ基板について「少なくとも下面

から厚さ方向に５μｍよりも上の領域で

は・・・」と記載されているのみで、下面から５

μｍまでの領域については何も規定されていない

のであるから、下面から５μｍまでの当該領域の

結晶欠陥の数が５μｍよりも上の領域よりも相対

的に多いとする認定は、当該特許請求の範囲の記

載から離れ、特許請求の範囲には記載されていな

い構成要件を付加する不合理な認定である旨主張

する。 

 しかし、特許請求の範囲に記載された用語につ

いて、発明の詳細な説明等にその意味するところ

や定義が記載されているときは、それらを考慮し

て特許発明の技術的範囲の認定を行うことは当然

に許されるものであるところ（特許法７０条１、

２項）、本件発明の「ＧａＮ基板」は素子を構成す

る物の一部であり、当然に下面から厚さ方向に５

μｍ以下の領域を有するものであるから、「少なく

とも下面から厚さ方向に５μｍよりも上の領域で

は結晶欠陥の数が１×１０7 個／ｃｍ2 以下である、

ハライド気相成長法（ＨＶＰＥ）を用いて形成さ

れたｎ型不純物を含有するＧａＮ基板」との用語

の意義を解釈するため、発明の詳細な説明の記載

等を斟酌し、その技術的意義を明らかにすること

は、特許請求の範囲に記載のない構成要件を付加

することにはならない。また、この技術的意義を

明らかにする過程において、本件明細書のほかに、

出願経過を踏まえて、出願人の合理的意思を斟酌

することは、当然のことといえる。  

 よって、原告の主張は採用できない。   

 

［検討］ 

 本件発明の構成要件Ａは、「少なくとも下面から

厚さ方向に５μｍよりも上の領域では結晶欠陥の

数が１×１０7 個／ｃｍ2 以下である・・・ＧａＮ

基板」という要件を記載しているに過ぎず、「下面

から厚さ方向に５μｍの範囲内の領域」について

は結晶欠陥の数を規定していない。よって、文言

上は、下面から上面にわたって全ての結晶欠陥の

数が１×１０7 個／ｃｍ2 以下であるＧａＮ基板に

ついても、構成要件Ａに含まれるように思われる。 

 しかし、結晶欠陥が多くなってしまうという課

題を前提とした上で、本件発明の方法で結晶成長

させることで、所定の箇所よりも上側において結

晶欠陥の密度を低下させることができるというの

が発明の本質であることを裁判所が認定し、技術

的範囲を限定的に解釈したものである。 

 

≪実務上の指針≫ 

 技術革新が速い技術分野においてこのような訴

訟は今後も起こり得ると思われる。すなわち、特

許権者の方法を用いてエピタキシャル成長を進め

た場合、成長が進むに連れて上方の半導体層内の

欠陥密度を低下させることができた（この前提と

して基板側の欠陥密度は高かった）のだが、それ

よりも後の技術により、欠陥密度を全体にわたっ

て低くしながらエピタキシャル成長ができるよう

になったと思われる。被告は、おそらくこの後の

技術を用いて素子を製造したが、特許権者は、被

告製品が請求項の文言上は含まれるとして、訴え

を提起したものと思われる。 

 発明の思想からいって、被告製品の構成に対し

て権利を含めるのは行き過ぎであり、裁判所が限

定解釈したことは妥当であると考える。 

 発明の本質よりも広く請求項１を記載して特許

になった場合においては、発明の詳細な説明の記

載等を斟酌し、限定的に解釈される可能性がある

ことを示した事例である。 

以上 


